
　
８
月
28
日
㈮
か
ら
９
月
３
日
㈭
ま

で
は
、
全
国
一
斉
『
子
ど
も
の
人
権

110
番
』
強
化
週
間
で
す
。

　
法
務
局
で
は
、
い
じ
め
や
虐
待
な

ど
、
子
ど
も
の
人
権
に
関
す
る
問
題

に
つ
い
て
、
通
常
よ
り
も
時
間
を
延

長
し
て
電
話
相
談
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※�

秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

期
間
　

・・�

８
月
28
日
㈮
・
31
日
㈪
、
９
月
１

日
㈫
～
３
日
㈭
８
時
30
分
～
19
時

　
人
生
の
最
期
は
、
い
つ
訪
れ
る
か

分
か
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
葬
儀
に
つ

い
て
不
安
の
あ
る
方
や
事
前
に
葬
儀

の
方
法
を
決
め
て
お
き
た
い
方
は
、

市
内
の
葬
儀
場
な
ど
に
、
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

○
市
内
の
葬
儀
場
　

・・�

登
別
斎
場
（
☎
�
１
２
１
２
）

・・�

８
月
29
日
㈯
・
30
日
㈰
10
時
～
17

時
相
談
先
　
子
ど
も
の
人
権
110
番

�

（
☎
０
１
２
０

－

007

－

110
）

　
国
民
年
金
に
加
入
で
き
る
年
齢
は

原
則
と
し
て
60
歳
ま
で
で
す
が
、
60

歳
を
過
ぎ
て
か
ら
で
も
本
人
の
希
望

で
国
民
年
金
に
加
入
す
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○�

60
歳
ま
で
に
、
老
齢
基
礎
年
金
の

受
給
資
格
期
間
（
10
年
以
上
）
を

・・�

登
別
ベ
ル
コ
会
館
（
☎
�
４
４
４

４
）

・・�

平
成
斎
場
（
☎
�
９
７
９
７
）

問
い
合
わ
せ
　
社
会
福
祉
Ｇ

�

（
☎
�
１
９
１
１
）

　
市
は
、
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン

タ
ー
（
Ｊ
Ｓ
Ｃ
）
の
『
ス
ポ
ー
ツ
振

興
く
じ
（
ｔ

ト

ト

ｏ
ｔ
ｏ
）
助
成
事
業
』

を
活
用
し
、
市
民
プ
ー
ル
に
競
泳
用

自
動
審
判
計
時
装
置
を
整
備
し
ま
し

た
。

※�

『
ス
ポ
ー
ツ
く
じ
』
と
は
、
誰
も

が
身
近
に
ス
ポ
ー
ツ
に
親
し
め
る

環
境
や
国
際
競
技
力
向
上
の
た
め

の
環
境
を
整
備
す
る
な
ど
、
新
た

な
ス
ポ
ー
ツ
振
興
政
策
を
実
施
す

満
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
方

は
、
不
足
期
間
を
満
た
す
た
め
に

65
歳
に
な
る
ま
で
任
意
加
入
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

※�

特
例
と
し
て
、
昭
和
40
年
４
月
１

日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
は
、
65
歳

以
上
70
歳
未
満
の
期
間
に
お
い
て

も
、
受
給
資
格
を
満
た
す
ま
で
任

意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○�

す
で
に
受
給
資
格
期
間
を
満
た
し

た
方
が
、
将
来
の
年
金
受
給
額
を

増
や
し
て
満
額
の
年
金
額
に
近
づ

け
る
た
め
に
、
65
歳
に
な
る
ま
で

任
意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※�

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
年
金
・
長
寿
医
療
Ｇ

�

（
☎
�
２
１
３
７
）

　
市
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
11
条

第
３
項
と
第
11
条
の
２
第
12
項
の
規

定
に
よ
り
、
令
和
元
年
度
中
の
住
民

基
本
台
帳
の
閲
覧

状
況
を
、
市
公
式

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で

公
表
し
て
い
ま
す
。

問�

い
合
わ
せ
　
市
民
サ
ー
ビ
ス
Ｇ

�

（
☎
�
１
８
５
５
）

る
た
め
の
財
源
確
保
の
手
段
と
し

て
、
導
入
さ
れ
た
も
の
で
す
。

問
い
合
わ
せ
　
社
会
教
育
Ｇ

�

（
☎
�
１
１
２
９
）

　
登
別
公
民
館
は
、
９
月
30
日
㈬
を

も
っ
て
廃
止
と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
建
物
は
、
引
き
続
き
登
別

市
消
防
団
登
別
分
団
の
詰
め
所
と
し

て
利
用
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　

○�

登
別
公
民
館
に
つ
い
て
…
社
会
教

育
Ｇ
（
☎
�
１
１
２
９
）

○�

登
別
市
消
防
団
登
別
分
団
に
つ
い

て
…
消
防
本
部
総
務
Ｇ
（
☎
�
９

６
１
１
）

全
国
一
斉
『
子
ど
も
の

人
権
110
番
』
強
化
週
間

自
分
の
葬
儀
に
つ
い
て

不
安
の
あ
る
方
へ

国
民
年
金
の

高
齢
任
意
加
入
を
ご
存
じ
で
す
か

市
民
プ
ー
ル
に
競
泳
用
自
動
審
判

計
時
装
置
を
整
備
し
ま
し
た

令
和
元
年
度
の
住
民
基
本
台
帳
の

閲
覧
状
況
を
公
開
し
て
い
ま
す

登
別
公
民
館
の
廃
止
と

今
後
の
利
用
に
つ
い
て

○送迎バス　

１
号
車

停留所 時間

２
号
車

停留所 時間
㈲ムロト前（※） 9:05 登別温泉ターミナル 9:20
富岸バス停 9:09 中登別バス停 9:26
栄町４丁目バス停 9:12 汐見坂バス停 9:30
はまなす団地バス停 9:15 消防登別支署前（※） 9:33
鷲別支所前（※） 9:19 富浦駅前バス停 9:38
まいどどーもです前（※） 9:23 すずらん団地バス停 9:41
旭ヶ丘団地バス停 9:26 東小学校前 9:44
武田商店前（※） 9:29 幌別中央バス停 9:47
旧伊岐見商店前（※） 9:32 市民会館 9:50
富岸小学校前バス停 9:37
桜木団地バス停 9:42

表内の※は、道南バス停留所
以外の乗降場所です。新川公園前（※） 9:45

市民会館 9:50

問い合わせ　社会福祉グループ（☎�１９１１）

第50回
登別市戦没者追悼式について
　戦没者の霊を慰め、追悼の意を表するとともに、平
和への誓いを新たにするため、例年、戦没者追悼式を
執り行っていますが、今年度は、新型コロナウイルス
感染症の拡大防止のため、式典については行わず、献
花のみとします。
日時　８月１8日㈫１0時～１5時
※�時間内であれば、自由に参加し、献花していただく
ことができます。
場所　市民会館中ホール
対象　どなたでも参加できます
※�戦没者の遺族の方には、案内を送付しています。届
いていない方は、８月１3日㈭までに社会福祉グルー
プに連絡をお願いします。
※�送迎バスを運行します。遺族の方以外で乗車を希望
する場合は、８月１3日㈭までに社会福祉グループに
連絡をお願いします。

▲�わしべつフラワーロー
ド36号の花植え

9  ２０２０．８月号  くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ

くらしのガイド


